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大仙市条例第４１号

大仙市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例

令和元年９月２７日公布

大仙市建築基準法関係手数料条例（平成２１年大仙市条例第８２号）の一部を次のよう

に改正する。

別表中１３の項を１４の項とし、１２の項を１３の項とし、１１の部を１２の部とし、

１０の部中「法第８６条の８第１項」の次に「若しくは第８７条の２第１項」を加え、

「同条第３項」を「法第８６条の８第３項（法第８７条の２第２項において準用する場合

を含む。）」に改め、同部を同表１１の部とし、９の項を１０の項とし、８の項を９の項と

し、７の部を８の部とし、６の部を７の部とし、５の部を６の部とし、４の部中「仮設建

築物の建築」を「仮設興行場等の建築又は法第８７条の３第５項の規定による建築物の用

途を変更して興行場等として使用すること」に、「延べ面積」を「床面積の合計」に改め、

同部を同表５の部とし、３の項を４の項とし、２の部の次に次の１項を加える。

３ 法第１２条第８項（法第８８条第１項において準用する場合を ４００円

含む。）に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付の申請

別表備考３中「２の項」を「２の部」に改め、同表備考４を次のように改める。

４ ５の部の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める床面積

について算定する。

（１） 建築物を建築する場合 当該建築に係る部分の床面積

（２） 建築物の用途を変更する場合 当該用途の変更に係る部分の床面積

別表備考に次のように加える。

５ １１の部の床面積の合計は、当該２以上の工事について、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める床面積について算定する。

（１） 建築物を増築し、又は改築する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該増

築又は改築に係る部分の床面積

（２） 全体計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積）

（３） 建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更す

る場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該修繕、模様替又は用途の変更に係

る部分の床面積の２分の１
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（４） 全体計画の変更をして建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、

又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


